
 

                                   

                公 告         
（監 査 委 員        ） 

 
 
茨城県監査委員公告第 15号 

 
 
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定に基づき，定期監査をし

たので，同条第９項の規定により，次のとおり公表する。 
 
 

平成 25 年 4 月 1 日 

 
 
 

茨城県監査委員     飯 塚 秋 男 
同       山 岡 恒 夫 

       同      小 沼   均 
同      齋  藤 良  彦 

 
 
 



機　　関　　名 実施年月日 監　査　の　結　果

茨城県工業技術センター
繊維工業指導所

25． 1． 4
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県常陸大宮土木事務所
大子工務所

25． 1． 7
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立玉造工業高等学校 25． 1． 7
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立守谷高等学校 25． 1． 7
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立日立第一高等学校 25． 1．10
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立筑西産業技術専門学院 25． 1．11
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県畜産センター
肉用牛研究所

25． 1．11
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立取手第一高等学校 25． 1．11
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立結城第二高等学校 25． 1．11
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立水戸高等特別支援学校 25． 1．11
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立友部東特別支援学校 25． 1．11
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県古河保健所 25． 1．15
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立中央看護専門学校 25． 1．15
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立水戸農業高等学校 25． 1．15
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立牛久栄進高等学校 25． 1．15
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県農業総合センター
農業大学校園芸部

25． 1．16
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県常陸大宮土木事務所 25． 1．17
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県大子警察署 25． 1．17
　財務に関する事務の執行は，契約に関する注意事
項を除き適正に処理されたものと認める。

茨城県潮来土木事務所 25． 1．18
　財務に関する事務の執行は，財産に関する注意事
項を除き適正に処理されたものと認める。

茨城県立常北高等学校 25． 1．23
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立水海道第二高等学校 25． 1．23
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県鉾田警察署 25． 1．24
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。



機　　関　　名 実施年月日 監　査　の　結　果

茨城県水戸県税事務所 25． 1．28

　財務に関する事務の執行について，次の指摘事項
があった。
　税の還付に係る還付加算金について，過去２年に引
き続きその積算を誤って処理していたことは適切でな
い。

茨城県県央農林事務所 25． 1．28
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県水戸土木事務所 25． 1．28

　財務に関する事務の執行について，次の指摘事項
があった。
　行政財産使用料の調定において，事務の遅延により
会計年度を遡って行われていたものが多数あったこ
と，及び前年度調定額の誤りを平成23年度調定額で
調整していたことは適切でない。

茨城県立水戸南高等学校 25． 1．30
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立日立産業技術専門学院 25． 1．31
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立石岡商業高等学校 25． 1．31
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立勝田工業高等学校 25． 2． 1
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県鹿行家畜保健衛生所 25． 2． 7
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県教育研修センター 25． 2． 7
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立友部高等学校 25． 2． 7
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立土浦第一高等学校 25． 2． 7
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立土浦第三高等学校 25． 2． 7
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県農業総合センター
山間地帯特産指導所

25． 2．12
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立土浦第二高等学校 25． 2．12
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県境警察署 25． 2．12
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県県西農林事務所 25． 2．13
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県県西農林事務所
結城地域農業改良普及センター

25． 2．14
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県境工事事務所 25． 2．14
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立波崎高等学校 25． 2．14
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立境特別支援学校 25． 2．14
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。



機　　関　　名 実施年月日 監　査　の　結　果

茨城県笠間警察署 25． 2．14
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県太田警察署 25． 2．14
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県牛久警察署 25． 2．14
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県つくば中央警察署 25． 2．14
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県林業技術センター 25． 2．15
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立日立第一高等学校附属中学校 25． 2．21
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立古河第一高等学校 25． 2．21
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立消防学校 25． 2．22
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県筑西児童相談所 25． 2．22
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県県北農林事務所
高萩土地改良事務所

25． 2．22
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県県西農林事務所
坂東地域農業改良普及センター

25． 2．22
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立結城特別支援学校 25． 2．22
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立古河産業技術専門学院 25． 2．25
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立大子清流高等学校 25． 2．25
　財務に関する事務の執行は，収入に関する注意事
項を除き適正に処理されたものと認める。

茨城県立那珂湊高等学校 25． 2．25
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立牛久高等学校 25． 2．25
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立高萩清松高等学校 25． 2．26
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立鉾田第二高等学校 25． 2．26
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立下妻第二高等学校 25． 2．26
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県石岡警察署 25． 2．26
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立茎崎高等学校 25． 2．28
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県立結城第一高等学校 25． 2．28
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。



機　　関　　名 実施年月日 監　査　の　結　果

茨城県立古河第二高等学校 25． 2．28
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県高萩警察署 25． 2．28
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。

茨城県取手警察署 25． 2．28
　財務に関する事務の執行は，適正に処理されたもの
と認める。


